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第１章  総則 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、豊田市水道事業給水条例（昭和３４年条例第１０号。以

下「条例」という。）第５条 (給 水 装 置 の 新 設 等 の 申 込 み )、第２８条

(新 規 給 水 負 担 金 )及び第２９条 (給 水 設 備 等 の 契 約 の 更 新 等 )の規定

に基づき、直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置並びにその契約に

関する必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。  

（１）給水装置  需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐し

て設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。（条例第３条第１

項第１号）  

（２）契約給水装置  給水装置のうち第４号に規定する直読水道メーターの設

置を条件とする契約（以下「直読契約」という。）又は第５号に規定する隔

測水道メーターの設置を条件とする契約（以下「隔測契約」という。）によ

り給水を受けるものをいう。（条例第３条第１項第２号）  

（３）給水設備  給水装置に直結しないで受水槽以下で給水を受ける設備を

いう。（条例第３条第１項第３号）  

（４）直読水道メーター  メーター器を直接読み取って検針する水道メーター

をいう。（条例第３条第１項第４号）  

（５）隔測水道メーター 集 合 住 宅 等 の 戸 別 検 針 を 1 か 所 で 行 う た め に

設 置 す る 遠隔測定式水道メーターをいう。（条例第３条第１項第５号）  

（６）給水設備等  給水設備及び契約給水装置をいう。（条例第４条第２項）  

（７）中高層集合住宅  ３階建て以上の集合住宅をいう。  

（８）親メーター  直読契約又は隔測契約（以下「給水設備等に係る契約」と

いう。）により給水を受ける建物に設置する大元の水道メーターをいう。  

（９）共同メーター  中高層集合住宅において、検針及び水道料金の徴収を１

か所で行う大元の水道メーターをいう。 

（１０）メーターユニット  口径１３ミリメートルから２５ミリメートルまで

のメーターを設置する際に使用する止水栓、台座が一体となった給水用具



をいう。  

 

第２章 給水設備等に係る契約  

（給水設備等に係る契約の適用要件）  

第３条  給水設備等に係る契約を締結しようとするときは、次に掲げる要件を

満たしていなければならない。  

（１）中高層集合住宅で、かつ、居住用に供する部分が当該中高層住宅の５０％

以上であること。  

（２）設置する水道メーターが、原則として口径２０ミリメートル以上のもの

であること。  

（３）水道メーターを設置する場所は、乾燥し、汚水が浸入せず、衝撃等によ

り外傷、破損及び異常を生じず並びに常に検針、開閉栓、点検、メーター

取り替え等（以下「点検等」という。）が行いやすい場所で、事業管理者（以

下「管理者」という。）が承認する位置であること。  

（４）水道メーターをメーター室（パイプシャフトルームを兼ねてもよい）内

に設置する場合は、床面からメーター上面までの間隔が１，１００ミリメ

ートル以下となっていること。また、下図を基本とし（単位：㎜）、配管に

振れ止めがされていること。ただし、メーターユニットを使用する場合に

おける各々の離隔については、点検等に支障のない離隔とする。  

  

 

（５）メーター室内は、床面に傾斜を施す等水はけのよい構造とすること。  

（６）１つのメーター室内に複数のメーターを設置する場合は、メーター同士

の離隔を十分に取り、並び順を統一し、止水栓に各戸ごとの識別札が付け

られていること。  

（７）水道メーターの上流側に上下水道局指定の副弁付止水栓を設置すること。

ただし、隔測契約から直読契約に変更しようとする場合及び共同メーター

から新たに直読契約を締結しようとする場合に設置する止水栓については



この限りではない。  

（８）水道メーターの設置において、メーターユニットを使用する場合、設置

する止水栓は開閉防止用のものとすること。  

（９）第７号の止水栓及び第８号のメーターユニットについては、日本産業規

格（ＪＩＳ）、日本水道協会規格（ＪＷＷＡ）、製造業者が自ら性能を証明

する「自己認証」又は製造業者が第三者機関に依頼し、その製品が基準に

適合していることを認証してもらう「第三者認証」のいずれかの規格番号、

マーク等があり、材料の基準が適合していることを確認できるものとする

こと。  

（１０）給水装置に各戸ごとのメーターを設置する場合は、メーター器の下流

側に豊田市上下水道局指定の逆止弁付パッキン等を設置すること。  

（１１）隔測契約の場合、集中検針盤はオートロック等の開錠を必要としない

屋内の壁面で、容易に検針及び点検できる位置であること。  

（１２）前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める要件を備えたもの

であること。  

（申請該当者）  

第４条  給水設備等に係る契約を申込むことができる者は、次の各号のいずれ

かに該当する者とする。 

（１）当該中高層集合住宅の所有者又は建築主  

（２）当該中高層集合住宅の管理組合の代表者  

（３）前２号に掲げる者のほか、当該中高層集合住宅の代表者として正当な資

格を有する者  

（申請）  

第５条  条例第５条第３項の直読契約を希望する者は、豊田市水道事業給水条

例施行規程（以下「規程」）という。）第２条第４項に規定する申出書に次に

掲げる書類を添付しなければならない。  

（１）集合住宅台帳（施行基準様式第１２号）  

（２）親メーターの配置平面図  

（３）各戸水道メーターの配置平面図及び正面図  

（４）メーターユニット使用届（様式第８号）（メーターユニット使用の場合の

み） 

（５）前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類  

２  管理者は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、適当と認め

るときは、これを承認するものとする。  

（直読契約に係る負担金の納入）  

第６条  直読契約を締結しようとする者は、次に掲げる区分に応じ、条例第２

８条に規定する新規給水負担金又は条例第２９条に規定するメーター負担金

を前納しなければならない。  

（１）新設のとき  親メーターを除く各個別水道メーター数の新規給水負担金  

（２）隔測契約から直読契約へ変更するとき  各個別水道メーター数のメータ



ー負担金  

（３）共同メーター方式から直読契約へ変更するとき  第１号の新規給水負担

金額から既に納入済みの親メーターの新規給水負担金相当額を減額した金

額。ただし、親メーター新規給水負担金額が第１号の新規給水負担額を上

回っている場合、その差額は還付しないものとする。  

２  メーター負担金の権利移転はこれを認めない。ただし、同一箇所で建

て替えする場合は、既設の同口径メーター相当分の新規給水負担金を減額す

る。 

３  第１項第２号及び第３号の規定に基づき契約を変更する場合、親メーター

の権利は消滅するものとする。  

（直読水道メーターへの変更）  

第７条 隔測契約から直読契約に変更する場合は、隔測水道メーターを直読水

道メーターに取り替えること。なお、原則として口径変更は認めない。ただ

し、管理者が必要と認め、変更後のメーター口径に基づき算出されたメータ

ー負担金を納入した場合はこの限りではない。また、隔測契約から直読契約

に変更した後減径を認めた場合については、メーター負担金の口径差額は還

付しない。  

２  契約給水装置のうち隔測契約により給水を受ける建物が、直読契約に変更

する場合は、原則親メーターは取り外すこと。ただし、管理者が必要と認め

た場合は、その限りではない。  

（管理人の選任等）  

第８条 給水設備等に係る契約を締結する者（以下「契約者」という。）は、当

該中高層集合住宅の管理人を選任し、当該管理人にこの要綱を周知徹底する

とともに、この要綱の規定に基づく義務を円滑に履行させなければならない。 

２  契約者は、自己の責任において給水設備等を維持管理するとともに、次の

各号に掲げる事項を行わなければならない。  

（１）給水設備等の概要、警報装置等について熟知すること。  

（２）受水槽及び高置水槽にあっては水質保持のため関係法令を遵守し、必要

な措置を講ずること。  

（３）水道メーター、配管等の凍結又は破損防止のために必要な措置を講ずる

こと。  

（４） 配管、バルブ等の漏水に常に注意し、正常な状態に保たれるようその管

理を行うこと。  

（５）点検等の支障とならないよう、パイプシャフトルーム扉等を常に開閉で

きる状態にしておき、かつ、パイプシャフトルーム内を清潔に保つこと。  

（６）受水槽（高置水槽を含む。）の清掃を実施しようとするときは管理者に届

け出、実施後にはその清掃に使用した水量相当分の水道料金を納入するこ

と。 

（７）その他、管理人とともにこの要綱の定めを遵守すること。  

（直読契約の締結）  



第９条  直読契約を締結しようとする者は、契約の締結の際、次に掲げる書類

を管理者に提出しなければならない。ただし、隔測契約から直読契約へ変更

する場合において、第８条第１項の管理人に変更がない場合は第２号の書類

の提出を、第１９条第１項のオートロック装置等の解錠方法に変更がない場

合は第３号の書類の提出を不要とする。  

（１）直読水道メーター設備契約書（様式第１号）  

（２）管理人の選任届（様式第３号）  

（３）オートロック装置等の解錠届（様式第４号）  

（４）直読、隔測メーター設置報告書（様式第５号）  

（５）メーター取付後確認票（様式第６号）  

（６）その他管理者が必要と認める書類  

（隔測契約の更新）  

第１０条  隔測契約の更新をしようとする者は、契約の締結の際、次に掲げる

書類を管理者に提出しなければならない。ただし、第８条第１項の管理人に

変更がない場合は第２号の書類の提出を、第１９条第１項のオートロック装

置等の解錠方法に変更がない場合は第３号の書類の提出を不要とする。  

（１）隔測水道メーター設備契約書（様式第２号）  

（２）管理人の選任届（様式第３号）  

（３）オートロック装置等の解錠届（様式第４号）  

（４）直読、隔測メーター設置報告書（様式第５号）  

（５）メーター取付後確認票（様式第６号）  

（６）その他管理者が必要と認める書類  

（変更届等）  

第１１条  契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定め

る様式により速やかに管理者に届け出なければならない。  

（１）管理人に変更があったとき   管理人の選任届（様式第３号）  

（２）第２２条第２項の規定により改善を行ったとき、又は給水設備の改造等

を行ったとき   給水設備等工事完了届（様式第７号） 

（３）オートロック装置及びその解錠方法に変更があったとき  オートロック

装置の解錠届（様式第４号）  

（契約の解除等）  

第１２条  管理者は、契約者又は管理人が条例、規程及びこの要綱（以下「要

綱等」という。）に定める事項を履行しないとき又は要綱等の規定に違反した

ときは給水設備等に係る契約を解除できるものとする。  

２ 管理者は前項の規定により契約を解除しようとするときは、当該契約者

に通知するとともに、親メーターでの検針に切り替えるものとする。  

３  前項の契約解除により契約者に損害が生じても、管理者はその責めを負わ

ない。  

（超過水量の水道料金）  

第１３条  親メーターの使用水量が各個別水道メーターの合計使用水量を超え



たときは、管理者の定める算定基準により、その超過水量相当分の水道料金

を契約者に請求できるものとする。  

（直読水道メーターの設置費用）  

第１４条  隔測契約から直読契約に変更しようとする者は、メーター負担金を

納付した後、管理者が貸与する直読水道メーターを自己の負担において設置

するものとする。なお、直読水道メーターの検定満期に伴うメーター更新に

ついては、豊田市上下水道局が行うものとする。 

（直読契約の更新）  

第１５条   直読契約は、直読契約をした契約者（以下「直読契約者」という。）

から解約の申し出がなく、第１２条に該当しない限り自動更新され、継続す

るものとする。  

２  直読契約者は、契約の内容に変更があったときは、再契約を締結しなけれ

ばならない。  

（隔測水道メーター等の更新）  

第１６条  隔測契約をした契約者（以下「隔測契約者」という。）は、計量法（平

成４年法律第５１号）の規定に基づき、自己の負担において、契約した水道

メーターを検定満期月の末日まで（８年ごと。）に一括で更新しなければなら

ない。  

２  隔測契約者は、前項と同様に、自己の負担において、集中検針盤を契約し

た水道メーターの偶数回目の取り替えに併せて（１６年ごと。）更新しなけれ

ばならない。  

（隔測契約の更新通知等）  

第１７条  管理者は、計量法の規定に基づく検定満期年月の１年前及び３か月

前に隔測契約者に対して契約更新時期を通知するものとする。ただし、隔測

契約者はこの通知が無くても、計量法の規定に基づき検定満期年月以前に隔

測水道メーターを更新しなければならない。  

２  隔測契約者は、契約内容に変更があったときは、再契約を締結しなければ

ならない。  

 

第３章 契約者の義務等  

（維持管理費用の負担）  

第１８条  給水設備等の維持管理及び修理に係る費用は、契約者が負担するも

のとする。  

（オートロック玄関の対応）  

第１９条  オートロック装置及び施錠装置（以下「オートロック装置等」とい

う。）を設置している契約者は、管理者が行う点検等の支障とならないよう、

当該オートロック装置等の解錠方法を管理者に届け出なければならない。オ

ートロック装置等を変更したときも同様の届け出を直ちに行うものとする。  

２  当該中高層集合住宅がオートロック玄関であるときは、点検、給水停止等

の業務に支障がないよう常に解錠できるよう対応すること。また、オートロ



ックが鍵で解錠できる場合については、契約時に必ず担当課へ鍵を三本貸与

すること。  

（協力の義務）  

第２０条  契約者、管理人及び水道メーター使用者（以下「契約者等」という。）

は、戸別検針及び戸別徴収が円滑に実施できるよう、管理者に協力しなけれ

ばならない。  

２  契約者等は、管理者が直読水道メーターの取り替え等を行うときは、その

施工に支障がないよう協力しなければならない。  

（入居者への周知義務）  

第２１条  契約者又は管理人は、この要綱に定める事項について当該中高層集

合住宅の入居者等に周知徹底し、紛争が生じたときは自己の責任においてこ

れを解決しなければならない。  

 

第４章   雑則 

（立入検査等）  

第２２条  管理者は、必要に応じて給水設備等の立入検査ができるものとする。 

２  契約者は、前項の立入検査により管理者から改善または改造を指示された

場合は、速やかに当該事項について対応しなければならない。  

（委任）  

第２３条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。  

 

 

附  則 

（施行期日）  

１  この要綱は、平成１０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

ただし、準給水装置水道取扱契約から変更する給水設備等契約で、直読契約

に係る規定は、平成１０年１月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  施行日前に豊田市水道事業給水条例施行規程（昭和４２年３月３１日水道

局管理規程第１号）又は遠隔指示集中検針方式の設置基準等（平成５年２月

１日施行）の規定によりなされた契約その他の行為は、施行日以後において

は、この要綱の相当規定によりなされた契約その他の行為とみなす。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、平成１０年７月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、平成１３年１月４日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  



この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。  

附 則 

（施行期日）  

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。



 

（疑義等の決定等）  

第１１条  この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、豊田

市水道事業給水条例及び豊田市水道事業給水条例施行規程、直読メーター設

備及び隔測メーター設備の設置等に関する要綱の定めるところによるほか、

甲と乙が協議して定めるものとする。  

２  乙及び管理人は、この契約に定める事項について入居者等に周知徹底し、紛

争が生じたときは、乙の責任においてこれを解決しなければならない。  

 

  この契約の締結を証するため、本証書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、

各自その１通を保有する。  

 

       年     月     日  

 

        （甲）豊田市西町３丁目６０番地  

         

豊田市  

             代 表 者  豊田市事業管理者    

 

印  

  

 

        （乙）                                

 

                     

 

印  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１号）  

直読水道メーター設備契約書  

 

  豊田市（以下「甲」という。）と                （以下「乙」とい  

う。）は、豊田市水道事業給水条例（昭和３４年条例第１０号。以下「給水条例」

という。）に規定する直読水道メーター（以下「メーター」という。）の設置を

条件とする給水について、次のとおり契約を締結する。  

 

（契約の対象）  

第１条   この契約の対象は、次のメーター設備とする。  

設 置 場 所  
 

   

建 物 名 称  
 

  

給 水 個 数  
  

                               個  

各  戸 メ ー タ ー 口 径 別 内 訳  
 

       ミ リ  ×       個  

共 用 栓 ・ 散 水 栓  

メ ー タ ー 口 径 別 内 訳  

 

       ミ リ  ×       個       

（管理人の指定等）  

第２条   乙は、給水設備及び契約給水装置（以下「給水設備等」という。）につ

いて、甲の定める直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置等に関する

要綱（平成２６年４月１日施行。以下「要綱」という。）を遵守するとともに、

自己の責任と負担において当該設備等を維持管理するものとする。  

２  乙は前項の維持管理を円滑に行うため、管理人を選任しなければならない。 

３  乙及び管理人は、次に掲げる事項を行い、給水設備等に異常又は修理箇所が

あったときは、速やかに修繕等の必要な措置を講じなければならない。  

（１）給水装置等の概要、警報装置等について熟知すること。  

（２）受水槽及び高置水槽にあっては水質保持のため関係法令を遵守し、必要

な措置を講ずること。  

（３）メーター、配管等の凍結又は破損防止のために必要な措置を講ずること。

（４）配管、バルブ等の漏水に常に注意し、正常な状態に保たれるようその管

理を行うこと。  

（５）点検等の支障とならないよう、パイプシャフトルーム扉等を常に開閉で

きる状態にしておくこと、及びルーム内を清潔に保つこと。  

（６）受水槽（高置水槽を含む。）の清掃を実施しようとするときは管理者に届

け出、実施後にはその清掃に使用した水量相当分の水道料金を納入するこ



と。  

（検査及び改善）  

第３条   甲は、必要に応じ、給水設備等について検査を行うことができる。  

２  乙は、前項の検査の結果、甲から指示された事項があったときは、速やかに

当該事項について改善をしなければならない。  

 

（メーターの更新等）  

第４条   甲は、８年ごとにメーターを更新するものとする。ただし、乙が隔測

水道メーター設備契約から直読水道メーター設備契約に変更したときは、そ

の更新に限り、甲がメーターを支給し、乙の費用において当該メーターを設

置するものとする。  

２  乙は、検定期間の満了に伴い甲が各メーターを更新する場合において、当該

メーターの前後の給水管が老朽化し、メーターの設置に支障があるときは、

甲の指示により自己の費用をもってこれを改善するものとする。  

３  給水設備等から、漏水等が生じて入居者等に損害を与えても、甲はその責め

を負わない。  

４  乙及び管理人は、甲がメーターの取替え等を行うときには、その施行に支障

がないよう協力しなければならない。  

 

（使用水量の計量及び水道料金）  

第５条   使用水量は、甲の設置した親メーター及び各メーターで計量するもの

とする。  

２  水道料金は、給水条例及び豊田市水道事業給水条例施行規程（昭和４２年水

道局管理規程第１号。以下「施行規程」という。）の規定に基づき、前項の使

用水量をもって算定し、各メーターの使用者から徴収する。  

３  前２項の規定にかかわらず、メーターが設置されるまでの間に水道を使用

したときは、親メーターで使用水量を計量し、前項を準用して算定した水道

料金を、乙から徴収する。  

４  親メーターの使用水量が、各メーターの合計使用水量を超えたときは、甲の

定める算定基準により乙に対して水道超過料金を請求することができるもの

とする。  

５  乙は、この契約を締結したことにより入居者等との間で料金等の紛争が生

じたときは、自己の責任において解決しなければならない。  

 

（負担金の納入）  

第６条   乙は、次に掲げる区分に応じ、給水条例第２８条に規定する新規給水

負担金又は同条例第２９条に規定するメーター負担金を前納しなければなら

ない。  

（１）新規にメーターを設置するときは、親メーターを除く各メーターの新規

給水負担金  

（２）隔測水道メーター設備契約から直読水道メーター設備契約へ変更すると

きは、各メーターのメーター負担金  

（３）共同メーター方式から直読水道メーター設備契約へ変更するときは、第

１号の新規給水負担金の額から既に納入済の親メーターの新規給水負担

金相当額を減額した金額  

 

（変更届等）  

第７条   乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、７日以内に甲に届け出

なければならない。  

（１）管理人等に変更があったとき。  

（２）第３条第２項の規定により改善を行ったとき。  

（３）給水設備等の改造等を行ったとき。  

（４）契約内容に変更があったとき。  

（５）前各号に定めるもののほか、甲が必要と認めたとき。  

２  前項第４号に該当するときは、速やかに再契約を締結しなければならない。 

 

（契約の解除）  

第８条   甲は、乙がこの契約及び要綱に定める事項を履行しないとき、又はこ

の契約及び要綱に違反したときは、契約を解除することができるものとし、

契約を解除するときは乙に通知する。  

２  前項の契約解除により乙に損害が生じても、甲はその責めを負わない。  

 

（契約期間）  

第９条  この契約の期間は、契約の日からメーターの検定期間満了の月の末日

までとする。ただし、契約期間の満了の２月前までに甲、乙からの申し出が

ないときは、さらに１年延長するものとし、その後において期間が満了した

ときも同様とする。  

２  直読水道メーター設備に該当しなくなったときは、該当しなくなった日を

もって契約は終了する。  

 

（オートロック装置の対応）  

第１０条   乙は、オートロック装置を設置しているときは、甲が行う点検等の

支障とならないよう、当該オートロック装置の解錠方法を甲に届け出なけれ

ばならない。オートロック装置を変更したときも同様とする。  

２  甲は、前項の届け出がないときは、契約を解除することができる。



この契約の締結を証するため、本証書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。  

 

       年     月     日  

 

        （甲）豊田市西町３丁目６０番地  

         

豊田市  

             代 表 者  豊田市事業管理者    

 

印  

  

 

        （乙）                                

 

                     

 

印  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第２号）  

隔測水道メーター設備契約書  

 

  豊田市（以下「甲」という。）と                   （ 以 下 「 乙 」 と  

いう。）は、豊田市水道事業給水条例（昭和３４年条例第１０号。以下「給水条

例」という。）に規定する隔測水道メーター（以下「メーター」という。）の設

置を条件とする給水について、次のとおり契約を締結する。  

 

（契約の対象）  

第１条   この契約の対象は、次のメーター設備とする。  

設 置 場 所  豊 田 市  

建 物 名 称   

給 水 個 数  個  

各  戸 メ ー タ ー 口 径 別 内 訳  ミ リ  ×          個   

共 用 栓 ・ 散 水 栓  

メ ー タ ー 口 径 別 内 訳  
ミ リ  ×          個   

隔  測 メ ー タ ー  取 替 期 限       年      月 末 日   

集 中 検 針 盤    取 替 期 限       年      月 末 日   

 

（管理人の指定等）  

第２条  乙は、給水設備及び契約給水装置（以下「給水設備等」という。）につ

いて、甲の定める直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置等に関する

要綱（平成２６年４月１日施行。以下「要綱」という。）を遵守するとともに、

自己の責任と負担において当該設備を維持管理するものとする。  

２  乙は前項の維持管理を円滑に行うため、管理人を選任しなければならない。 

３  乙及び管理人は、次に掲げる事項を行い、給水設備等に異常又は修理箇所が

あったときは、速やかに修繕等の必要な措置を講じなければならない。  

（１）受水槽以下の設備の概要、警報装置等について熟知すること。  

（２）受水槽及び高置水槽にあっては水質保持のため関係法令を遵守し、必要

な措置を講ずること。  

（３）メーター、配管等の凍結又は破損防止のために必要な措置を講ずること。  

（４）配管、バルブ等の漏水に常に注意し、正常な状態に保たれるようその管  



理を行うこと。  

（５）点検等の支障とならないよう、パイプシャフトルーム扉等を常に開閉で

きる状態にしておくこと、及びルーム内を清潔に保つこと。  

（６）受水槽（高置水槽を含む。）の清掃を実施しようとするときは管理者に届

け出、実施後にはその清掃に使用した水量相当分の水道料金を納入するこ

と。  

 

（検査及び改善）  

第３条  甲は、必要に応じ、給水設備等について検査を行うことができる。  

２  乙は、前項の検査の結果、甲から指示された事項があったときは、速やかに

当該事項について改善をしなければならない。  

 

（メーターの更新等）  

第４条  乙は、計量法に基づき、自己の負担においてメーターを８年ごとに一括

で更新しなければならない。  

２  乙は、自己の負担において集中検針盤を１６年ごとに更新しなければなら

ない。  

 

（使用水量の計量及び水道料金）  

第５条  使用水量は、甲の設置した親メーター及びメーター若しくは集中検針

盤で計量するものとする。  

２  水道料金は、給水条例及び豊田市水道事業給水条例施行規程（昭和４２年水

道局管理規程第１号。以下「施行規程」という。）の規定に基づき前項の使用

水量をもって算定し、各メーターの使用者から徴収する。  

３  前２項の規定にかかわらず、メーターが設置されるまでの間に水道を使用

したときは、親メーターで使用水量を計量し、前項を準用して算定した水道

料金を、乙から徴収する。  

４  親メーターの使用水量が、各メーターの合計使用水量を超えたときは、甲の

定める算定基準により乙に対して水道超過料金を請求することができるもの

とする。  

 

（変更届等）  

第６条  乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、３日以内に甲に届け出な

ければならない。  

（１）管理人等に変更があったとき。  

（２）第３条第２項の規定により改善を行ったとき。  

（３）給水設備等の改造等を行ったとき。  

（４）契約内容に変更があったとき。  

（５）前各号に定めるもののほか、甲が必要と認めたとき。  

２  前項第４号に該当するときは、速やかに再契約を締結しなければならない。 

（契約の解除）  

第７条  甲は、乙がこの契約及び要綱に定める事項を履行しないとき、又はこの

契約及び要綱に違反したときは、契約を解除することができるものとし、契

約を解除するときは乙に通知する。  

２  前項の契約解除により乙に損害が生じても、甲はその責めを負わない。  

（契約期間）  

第８条  この契約の期間は、契約の日からメーターの検定期間満了の月の末日

までとする。ただし、隔測水道メーター設備に該当しなくなったときは、該

当しなくなった日をもって契約は終了する。  

 

（契約更新の通知）  

第９条  甲は、この契約の期間満了の１年前及び３月前に契約の更新を乙に通

知する。ただし、乙はこの通知が無くても速やかに第４条の定めにより更新

しなければならない。  

 

（オートロック装置の対応）  

第１０条  乙は、オートロック装置を設置しているときは、甲が行う点検等の支

障とならないよう、当該オートロック装置の解錠方法を甲に届け出なければ

ならない。オートロック装置を変更したときも同様とする。  

２  甲は、前項の届出がないときは、契約を解除することができる。  

 

（疑義等の決定等）  

第１１条  この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、豊田

市水道事業給水条例及び豊田市水道事業給水条例施行規程、直読メーター設

備及び隔測メーター設備の設置等に関する要綱の定めるところによるほか、

甲と乙が協議して定めるものとする。  

２  乙及び管理人は、この契約に定める事項について入居者等に周知徹底し、紛

争が生じたときは、乙の責任においてこれを解決しなければならない。  

 



 （様式第３号) 

                

管理人の選任届 

                

          

 

                                                    年    月    日 

 

  豊田市事業管理者  様 

 

 

                                     申請者 

                                     住  所 

 

                                     氏  名                           

 

                                     電  話 

 

 

  直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置等に関する要綱第８条に定める管理人を、下記

のとおり選任しましたので届け出します。 

             

 

 

 

 

 設 置 場 所 

 

  豊田市 

 

  建物名 

 
 

 管 

 

 理 

 

 人 

 

 

 住  所 

 

 

 

 

 氏  名 

 

 

 

 

 電話 

 

 

 

 

 

  



（様式第４号）                                                                                       

オートロック装置等の解錠届                                

 

                                            年    月    日 

  豊田市事業管理者    様 

 

 

                            申請者  住  所  

 

                                   氏  名                

 

                                   電  話 

 

  「直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置等に関する要綱」第 19 条の規定に基づき、

当該集合住宅のオートロック装置等の解錠方法を届け出します。 

 

 設置場所 

 

 

   

  

建物の名称 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

解錠方法 

 

 

（該当する項目を○で囲んで下さい。） 

 

 １  鍵（   本、番号：     、記号：     ） 

 

 ２  暗証（ＩＤ）番号 ： 

 

 ３  なし 

 

 ４  その他の方法   

    

 

※ 解錠方法１に該当する場合は、鍵を３本（担当課用、検針員用、水道サービス協会用）届け出

にあわせて提出してください。 

※ 解錠方法１､２の両方に該当する場合は、１を優先して選択させていただきますので、２の

暗証（ＩＤ）番号の届け出は必要ありません。 



(様式第５号)        

直 読           設 置                         年   月   日 
                     メーター        報告書           

隔 測           取 替                     （契約番号       ） 
 
  豊田市事業管理者 様               (施工者) 住 所 
                                            氏 名    
                         
  下記のとおり（設置・取替）しましたので報告します。 
 

※ 口径     ㎜×       個 
建物名称 口径     ㎜×       個 
 
 
 
設置場所    豊田市        町 
 

 
所有者名                                    
                                                
所有者住所                                
 
                                                          

水道番号 
棟 

号 数 

旧ﾒｰﾀｰ 

番  号 

 

取外時検 

針盤指針 

新ﾒｰﾀｰ 

番  号 

 

取 付 

指 針 

取付・ 

取替日 

 

作業時間 

 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

      / ： 

※工事用メーターの口径､量水器番号､読取指針は子メーターの設置後の指針とする｡ 

新規契約の場合 

※工事用メーターの口径   ｍｍ 

量水器番号      指針 

隔測メーター契約の場合のみ記入 

・集中検針盤（取替・非取替） 

・新メーター満期     年  月 

・取付メーターメーカー名 



（様式第６号） 

■メーター取付後確認票（施工業者用） 
                 【マンション名】                  

 
 

【 確 認 項 目 】 チェック 
 

親メーター 検針・取替が容易で水平に設置されている □ 

メーター 

ガスメーターや配管との隔離は十分で検針・取替えに支障はない □ 

フィルターにゴミ等はない(抜取りチェック) □ 

逆止弁パッキンは取り付けられている（３階直圧、直結増圧のみ） （□） 

指定された号数とメーターが一致している □ 

袋ナットは適正に締められ、しっかり固定されている □ 

検針・取替が容易で適正方向かつ水平に設置されている □ 

副弁付止水栓は正しい向きで設置されている □ 

バルブは自在に開閉できる □ 

鍵・扉はズレ、ゆがみがなく自在に開閉できる □ 

その他 

パイプシャフトルーム内にごみはなく整然としている □ 

各部屋に号数表示され、アパート台帳と適合している □ 

ポストに号数表示はされている □ 

流し台の蓋は外されている □ 

短冊もしくは報告書に指針は正しく記入されている □ 

手直し指示書の指摘事項は改善し、確認写真を撮影した （□） 

新規取付のみ（開栓しない）の場合は、乙止めにしてあるか □ 

開始の場合は通水状態にすること □ 

メーターユニットは床面に固定されている □ 

 
確認日：       /       /                ：       １     
 

 
：                   住 所：       １    

 
連絡先：(   )   ―      連絡先：(   )   ―    

 

 

 

 

 

 

主任技 

術者名 

取 付 

業者名 

 



（様式第７号） 

給 水 設 備 等 工 事 完 了 届 

 

     年   月   日 

 

豊田市事業管理者 様 

 

申請者 住 所                  

 

氏 名                  

 

電 話 （    ）    －      

 

次のとおり、直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置等に関する要綱第２２条第２項の

規定による、給水設備等の改善または改造を施工したので報告します。 

 

建物名称      

 

 

 

 

 

設 置 場 所 

 

 

豊 田 市 

 

完 了 日 

 

 

    年    月    日 

 

改 善 箇 所 

 

  

 

施 工 者 

 

 

 

備   考 

 

 

 



（様式第８号） 

  

メーターユニット使用届 

   

     年   月   日 

  

豊田市事業管理者 様 

  

申請者 住 所                  

 

氏 名                  

  

電 話 （    ）    －    印 

  

  

次のとおり、直読メーター設備及び隔測メーター設備の設置等に関する要綱第５条第１項の規

定により、メーターユニットの使用を届け出します。 

  

  

建 物 名 称   

設 置 場 所 豊 田 市 

  

メーターユニット使用 

メーター口径・個数 

  

ｍｍ ×   個、     ｍｍ ×   個 

メーカー名称   

承認登録番号   

型   式   

  

 


